
佐賀・嬉野温泉佐賀・嬉野温泉
ふぐ肝特区構想の概要ふぐ肝特区構想の概要



～～良質な重曹泉によって肌を美しく磨く嬉野温泉良質な重曹泉によって肌を美しく磨く嬉野温泉～～

西九州の奥座敷・嬉野 嬉野温泉は日本三大美肌の湯

日本三大美肌の湯・嬉野温泉日本三大美肌の湯・嬉野温泉



日本三大美肌の湯・嬉野温泉に名物料理日本三大美肌の湯・嬉野温泉に名物料理

•• 健康食ブーム健康食ブーム

––温泉湯豆腐（嬉野温泉、大豆の産地佐賀）温泉湯豆腐（嬉野温泉、大豆の産地佐賀）

––嬉野茶（カテキン成分の健康効果）嬉野茶（カテキン成分の健康効果）

温泉湯豆腐

コラーゲンを多く含む「フグ」コラーゲンを多く含む「フグ」

栄養価の高いフグ肝栄養価の高いフグ肝

嬉野温泉



フグの無毒化研究の成果でフグの無毒化研究の成果で

フグ毒化のメカニズム・・・「食物連鎖」に由来するフグの毒

フグ

ヒトデ、ヒラムシなど

底生性の微小生物など

TTX産生海洋細菌
（毒＝ﾃﾄﾛﾄﾞﾄｷｼﾝ）

無毒フグ

養殖用網の底を海底

から離して囲い、有毒

の餌生物を遮断して飼育

TTX産生海洋細菌
（毒＝ﾃﾄﾛﾄﾞﾄｷｼﾝ）
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囲い養殖法による無毒フグの生産囲い養殖法による無毒フグの生産

1：ﾌﾛｰﾄ、2：鋼管、3：網

網生け簀養殖

図４海水取水のフロー

図３廃水処理のフロー

図２
飼育用海水の殺菌
、濾過のフロー

陸上養殖



囲い囲い養殖トラフグ肝臓の毒性養殖トラフグ肝臓の毒性

4,873総 計

700計

＜270022001～2003佐賀県下陸上養殖

4,173計

＜210122001不 明
＜27022003静岡県下
＜28122002和歌山県下

＜251922001～2002愛媛県下
＜5401～21990～1991
＜24622002

鹿児島県下

＜21,305不明
＜22462
＜2101

2001～2003熊本県下

＜2319不明
＜2653
＜21,3452
＜2261

2001～2003長崎県下

網生け簀
養殖

毒性
（MU/g）

個体数年 齢採取年養殖地養殖形態



問題点

問題点と対応策問題点と対応策

無毒フグ肝の可食化により高い商品価値が発生

•• 偽装表示偽装表示
–– 有毒の可能性のある一般フグを「無毒フグ」と偽装表示有毒の可能性のある一般フグを「無毒フグ」と偽装表示

•• 有毒フグの混入有毒フグの混入
–– 悪意の第三者によるものを含む一般フグの混入の可能性悪意の第三者によるものを含む一般フグの混入の可能性

((養殖・流通・最終提供施設内での混入）養殖・流通・最終提供施設内での混入）



偽装表示への対応偽装表示への対応

商標登録商標登録

統一表示統一表示

特区制度特区制度

対応策等対応策等区分区分

特区特区制度は特区制度は特区でない地域での販売がでない地域での販売が
ありえないというありえないという広告効果を自ら持つ広告効果を自ら持つ

「フグ肝（肝臓）は、特区内でしか提供され「フグ肝（肝臓）は、特区内でしか提供され

ません。」などの統一された表示ません。」などの統一された表示

（各地の特区と連携）（各地の特区と連携）

「嬉野温泉ふぐ」などの名称を商標登録「嬉野温泉ふぐ」などの名称を商標登録

しし法的に偽装表示を防止法的に偽装表示を防止



一般フグ混入防止のために一般フグ混入防止のために

生産履歴タグによるトレーサビリティ確保生産履歴タグによるトレーサビリティ確保

認定業者制度による中間流通の排除認定業者制度による中間流通の排除

一般フグ一般フグ ＝＝ 天然・養殖を問わず毒化天然・養殖を問わず毒化
している可能性のあるフグしている可能性のあるフグ



一般フグの混入防止のための対応一般フグの混入防止のための対応

嬉野温泉ふぐ安全管理機関

認定
養殖業者

認
定
申
請

認
定
申
請

認
定
認
定

認定
料飲業者

認
定
申
請

認
定
申
請

認
定
認
定

定期・不定期の検査定期・不定期の検査

フグの直接取引きフグの直接取引き

魚
市
場

魚
市
場 中間の流通中間の流通

を完全排除を完全排除



一般フグの混入防止のための対応一般フグの混入防止のための対応

•• 認定業者制度（養殖・飲料の２種類）認定業者制度（養殖・飲料の２種類）

•• 直接取引きのみとし中間流通を排除直接取引きのみとし中間流通を排除

•• 認定料飲業者に一般フグの取扱を禁止認定料飲業者に一般フグの取扱を禁止

•• 認定料飲業者施設内での直接提供に限定認定料飲業者施設内での直接提供に限定

•• 生産過程における定期的な無毒の検査生産過程における定期的な無毒の検査

•• タグによる生産履歴管理と混入防止タグによる生産履歴管理と混入防止



一般フグの混入防止のための対応一般フグの混入防止のための対応

•• 囲い養殖法での養殖囲い養殖法での養殖

（今回の提案では陸上養殖に限定）（今回の提案では陸上養殖に限定）

•• 養殖中の一定期間毎に、養殖中の一定期間毎に、

–– 餌からフグ毒が検出されない（＜２Ｍ餌からフグ毒が検出されない（＜２ＭUU／／gg 以下同じ）以下同じ）

–– 網・水槽の付着生物などからフグ毒が検出されない網・水槽の付着生物などからフグ毒が検出されない

–– 一定数（５％）のフグ肝についてフグ毒が検出されない一定数（５％）のフグ肝についてフグ毒が検出されない

•• 認定後は、全ての養殖フグに養殖履歴タグの取付認定後は、全ての養殖フグに養殖履歴タグの取付

•• 安全管理機関の定期・不定期の検査を受ける義務安全管理機関の定期・不定期の検査を受ける義務

認定養殖業者



一般フグの混入防止のための対応一般フグの混入防止のための対応

•• 一般フグの取扱を行わない一般フグの取扱を行わない

•• 活魚を自ら搬送する場合、他の魚介類・水との完全分離活魚を自ら搬送する場合、他の魚介類・水との完全分離

•• 活魚を、調理まで相当の期間養生する場合、悪意の第三活魚を、調理まで相当の期間養生する場合、悪意の第三

者が外部から一般フグ及び餌の混入ができない構造の者が外部から一般フグ及び餌の混入ができない構造の

「いけす」によること「いけす」によること

•• 認定後にタグの探知機を設置可能認定後にタグの探知機を設置可能

•• 第三者が開けない構造のフグ肝の保管設備第三者が開けない構造のフグ肝の保管設備

•• 安全管理機関の定期・不定期の検査を受ける義務安全管理機関の定期・不定期の検査を受ける義務

認定料飲業者



履歴タグによるトレーサビリティ確保履歴タグによるトレーサビリティ確保



流通のフロー流通のフロー ①（養殖から出荷まで）①（養殖から出荷まで）
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流通のフロー流通のフロー ②（入荷から提供まで）②（入荷から提供まで）
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一般フグの混入防止のための対応一般フグの混入防止のための対応

認定養殖業者認定養殖業者

認定料飲業者認定料飲業者

○認定料飲業者以外へ○認定料飲業者以外へ

の出荷（フグ肝）の禁止の出荷（フグ肝）の禁止

○タグ設置○タグ設置・確認・確認の義務の義務

○一般フグ取○一般フグ取扱及び扱及びみやげみやげ用、用、

家庭用販売の禁止家庭用販売の禁止

○提供フグ肝の○提供フグ肝の一部の一時一部の一時保管保管

○タグ確認の義務○タグ確認の義務

最終提供施設最終提供施設

○○認定養殖業者と認定料飲業者が認定養殖業者と認定料飲業者が直接直接取引取引
することにより、流通過程での混入を完全排除することにより、流通過程での混入を完全排除

流通過程流通過程

養殖時養殖時

対応者対応者 対応方策対応方策混入の可能性混入の可能性



佐賀・佐賀・嬉野温泉ふぐ肝特区嬉野温泉ふぐ肝特区提案後の経緯提案後の経緯

平成１６年６月２３日 ふぐ肝特区構想を提案ふぐ肝特区構想を提案

７月２３日、２９日 厚労省から科学的根拠がないと厚労省から科学的根拠がないと門前払いされ門前払いされ、、反論反論

１２月２０日 諮問のために求められた資料を厚労省へ提出諮問のために求められた資料を厚労省へ提出

８月１１日 厚労省から食品安全委員会への諮問について示唆厚労省から食品安全委員会への諮問について示唆

８月１７日 食品安全委への諮問を強く要望食品安全委への諮問を強く要望

９月１０日 厚労省から食品安全委へ諮問するとの最終回答厚労省から食品安全委へ諮問するとの最終回答

平成１７年１月１１日 厚労省から食品安全委へ諮問厚労省から食品安全委へ諮問



「ふぐ肝特区」の実現「ふぐ肝特区」の実現
地域経済の活性化地域経済の活性化

構造改革特区制度構造改革特区制度

地方の自助と自立の精神地方の自助と自立の精神

知恵と工夫の競争知恵と工夫の競争



終終



画面上をクリックすると最初のスライドへ戻る画面上をクリックすると最初のスライドへ戻る


